
 
 
 
 
 

重信川総合水系環境整備事業 

 
事業再評価 

 
（案） 

 
 
 
 
 

令和元年１０月 

 

国土交通省 四国地方整備局 

 
  

資料－２ 



 
 

目 次 
 

１．事業の概要 ······································································································   1 

１．１ 流域及び河川の概要 ·················································································   1 

１．２ 河川の適正な利用及び河川環境の状況 ·························································   3 

１．３ 事業の経緯 ·····························································································  12 

１．４ 事業の概要 ·····························································································  16 

 

２．事業の必要性 ···································································································  42 

２．１ 事業を巡る社会経済情勢等の変化 ································································ 42 

２．２ 事業の投資効果 ························································································ 46 

２．３ 事業の進捗状況 ························································································ 59 

 

３．事業進捗の見込み ·····························································································  59 

３．１ 今後のスケジュール ·················································································· 59 

 

４．コスト縮減や代替案立案等の可能性 ······································································ 60 

４．１ 代替案の可能性の検討 ··············································································· 60 

４．２ コスト縮減の方策 ····················································································· 62 

 

５．対応方針（原案） ······························································································ 63 

 

 



1 
 

１．事業の概要 

１．１ 流域及び河川の概要 

重信川は、愛媛県中央部に位置する幹川流路延長 36km、流域面積 445km2の一級河川である。

その流路は、愛媛県東温市の東三方ヶ森（標高 1,233m）を水源とし、東温市内を南北に流れ、

山之内で松山平野に出る。その後、東温市吉久で表川を合流後、向きを西に変え、拝志川、砥部

川、内川及び石手川等を合わせつつ流れ、松山市垣生で伊予灘に注ぐ。 

重信川沿いには四国最大の都市で県庁所在地でもある松山市をはじめとする 3 市 2 町があり、

約 64 万人の人口が集中している。沿川には、四国縦貫自動車道、国道 11 号、33 号、56 号、JR

予讃線等の基幹交通施設が存在し交通の要衝となっている。また、表川合流点から河口までの

中・下流域では広大な松山平野が広がり水稲、野菜、花き等の生産が盛んであるとともに、この

地域は、化学繊維を中心にした化学工業が盛んで、道後温泉等の観光施設も多く、愛媛県の社会、

文化、経済の中核となっている。さらに、皿ヶ嶺連峰県立自然公園、白猪の滝等があり豊かな自

然環境に恵まれていることから、本水系の治水・利水・環境についての意義は極めて大きい。流

域の土地利用は山地が約 70％、田畑等が約 20％、宅地等が約 10％となっている。 

 

表１．１ 重信川流域の概要 

項 目 内 容 

流域面積 445km2 

流路延長 幹川流路延長 36km、 法河川延長 265.7km 

・法河川延長のうち直轄管理延長 26.2km（以下内訳） 

重信川本川 17.2km、石手川 9.0km（石手川のうち石手川ダム 5.7km） 

流域の土地利用状況 山林等（約 70％）、田畑等（約 20％）、宅地等（約 10％） 

流域関係市町 松山市、伊予市、東温市、松前町、砥部町 

流域関係市町人口  約 64 万人（平成 27 年国勢調査） 

流域内人口 約 24 万人（平成 26 年河川現況調査） 

想定氾濫危険区域内人口 約 34 万人（平成 26 年河川現況調査） 

年平均降雨量 約 1,450mm （平成 17 年～平成 30 年） 

流域の主な産業 化学工業、製造業、農業 
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図１．１ 重信川水系流域図

図１．２ 観測地点位置図

愛媛県 高知県

徳島県

香川県
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直轄区間
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１．２ 河川の適正な利用及び河川環境の状況 

（１）水利用 

松山市（旧北条市、旧中島町を除く）では水道用水

取水量 13.5 万 m3/日のうち約 5 割を石手川ダム、約 4

割が地下水、約 1 割が伏流水の取水である。また、東

温市、旧砥部町、松前町では水道用水の全てが、旧伊

予市では一部の表流水（重信川以外）を除いてほとん

どが地下水でまかなわれている。 

工業用水は、伏流水、地下水を水源とする松山市営

工業用水 13.6 万 m3/日（計画給水量、このうち約 2 割

が重信川の伏流水）のほか流域外の面河ダムを水源と

する県営工業用水道 10.6 万 m3/日（計画取水量）によ

り、臨海部の工場群に供給されている。 

農業用水は、重信川からの取水のほか、流域外の面河ダムを水源とする道前道後農業用水

3.45m3/s（最大取水量）により、松山平野の農地約 7,700ha に供給されている。 

 

（２）流 況 

重信川出合地点における低水流量は約 1.85 m3/s、渇水流量は約 0.48m3/s であり、支川石手

川湯渡地点における低水流量は約 0.53m3/s、渇水流量は約 0.22m3/s である。重信川は扇状地

河川であり、常時は河川水が伏流する区間が多く、表流水が少ないことが特徴である。 

 

表１．２ 重信川（主要地点）の平均流況表 

河川名 観測所 年 

流域 

面積 
豊水流量 平水流量 低水流量 渇水流量 

年平均 

流量 

（km2） （m3/s） （m3/s） （m3/s） （m3/s） （m3/s） 

重信川 山之内 S36～H29 55.3 2.07 1.28 0.89 0.48 2.30 

重信川 出合 S30～H29 445.0 8.11 3.72 1.85 0.48 9.98 

表川 表川 S34～H29 67.1 1.97 0.93 0.43 0.06 2.32 

石手川 湯渡 S30～H29 105.4 1.66 0.91 0.53 0.22 1.92 

   ※  

 

 

（３）水 質 

重信川では、砥部川合流点より上流の重信橋及び拝志大橋地点の水質（BOD75％値）は環境

基準 AA 類型（1.0mg/l 以下）を概ね満足している。また、砥部川合流点より下流の区間では、

環境基準 A 類型（2.0mg/l 以下）を上回っていたが、最近は、改善されている。 

石手川では、小野川合流後の市坪地点の水質（BOD75％値）は、環境基準 C 類型（5.0mg/l

以下）を満足していないことが多かったが、最近は、改善されている。また、石手川ダム放流

地点では、環境基準 AA 類型を概ね満足している。 

図１．３ 旧松山市水道用水 
取水量割合 

出典：重信川水系河川整備計画 

豊水流量：1 年間を通じて、95 日はこれを下回らない流量 
平水流量：1 年間を通じて、185 日はこれを下回らない流量 
低水流量：1 年間を通じて、275 日はこれを下回らない流量 
渇水流量：1 年間を通じて、355 日はこれを下回らない流量 
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図１．４ 重信川における BOD（75％値）経年変化 

出典：国立研究開発法人 国立環境研究所 

 

 

図１．５ 石手川における BOD（75％値）経年変化 

出典：国立研究開発法人 国立環境研究所 
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（４）動植物の生息・生育・繁殖状況 

上流域には、オオタカ等の猛禽類、ヤマセミ等の鳥類、オオムラサキ等の昆虫類に加え、ア

マゴ、ヒナイシドジョウ等の魚類やカジカガエル等の両生類が生息している。 

中流域の河道内には、礫河原が広がり、水際にはツルヨシ群集などが分布しており、砥部川

合流点付近では湧水が多くみられ、周辺では重要種のヒナイシドジョウやチュウガタスジシマ

ドジョウなどが生息している。 

 

河口部には広大な干潟が広がり、ヨシ原を中心とした特徴ある植生が形成されている。 

また、河口干潟は、環境省の「シギ・チドリ類重要渡来地域」及び「日本の重要湿地 500」

に選定されており、多くのシギ、チドリ類が渡りの中継地点として利用するなど、鳥類にとっ

て良好な生息環境となっている。 

 

チュウガタスジシマドジョウ ヒナイシドジョウ 

ホウロクシギ アオアシシギ 
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（５）景 観 

上流域は、皿ヶ峰連峰県立自然公園に指定され、白猪の滝など水と緑が織りなす美しい渓谷

景観が多く存在する。 

中流域は、流水が伏流するため、年間の半分以上の期間で瀬切れが生じ、水の無い河原が広

がることが景観的な特徴である。昭和 30 年以前は部分的に河畔林が連続し、重信川中流域の

景観的特徴となっていたが、現在は川沿いの市街化の進展や堤防の整備に伴い、その多くが消

失している。 

河口付近は、干潟、砂州が広がり、中州や河岸の一部にはヨシが繁茂し、飛来する渡り鳥が

見られるなど、開放的な景観となっており、「四国のみずべ八十八カ所」にも選定されている。

しかし、昭和 30 年以前に比べて干潟やヨシ原が減少し、その影響もあって渡り鳥の数も減っ

ているとの見方もある。 

 

礫河原（瀬切れの状況、中川原橋付近：

重信川河口より 5.8km 付近） 

重信川河口付近のヨシ原 
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（６）河川の利用状況 

平成 26 年度における重信川水系の年間利用者は 86 万人（推計値）となっている。なお、沿

川市区町村人口から見た年間平均利用回数は約 1.3 回／人となっている。 

利用形態別に見ると、散策等が 77％と最も多く、次いでスポーツが 21％と続き、水遊びと

釣りは非常に少なくなっている。また、利用場所別では堤防が 44％、高水敷が 53％となって

おり、水際及び水面は非常に少なくなっている。 

これは、流下する水量が少ないこと、下流域での水質悪化（近年は改善傾向にある）等によ

るものと考えられる。 

そのため、自然環境の悪化が進む重信川の自然を保全・再生するために、水面再生や水質改

善を行う重信川自然再生事業では、河川利用上の課題に応える施策としても期待される。 

また、平成 26 年度は、平成 21 年度と比べると、利用者数は少なくなっている。 

これは、時代の流れとともに、訪れる人口が減少していることも挙げられるが、立地への動

線（アクセス）が悪いことも原因として考えられる。 

そのため、重信川かわまちづくりは、人々が訪れやすい環境整備（駐車スペースの確保、歩

行者・自転車道の整備）や飲食をしながら水辺の景色を楽しめる拠点整備を行うことで、立地

への動線を確保し、にぎわいのある水辺空間の確保が期待される。 

 
図１．６ 重信川の利用状況 

【重信川水系直轄管理区間（ダムの区間を除く）全体での年間利用者数推計値：河川空間利用実態調査結果より】 

 

図１．７ 重信川の利用者数の推移 
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また、河川の利用状況は、場所（上流域～河口域）によっても形態が異なる。 

上流域は、アマゴなどの釣り人が多い他、近年のアウトドアライフ志向の高まりを背景に、

川遊びやキャンプなど、豊かな自然を利用したレクリエーションに活用されている。 

中流域は、河川敷の河川利用施設（公園、運動場）が多く、いもたき等のイベントや野球、

サッカー等のスポーツ大会の会場としても利用されている。 

河口部は、四季を通じて様々な野鳥が訪れる「野鳥の楽園」として知られており、多くのバ

ードウォッチャーが訪れているほか、日常的に散策に利用されている。 

重信川沿いには、多くの泉が残っており、流域の都市化が進展する中で貴重な親水空間とし

て多くの人々に利用されている。また、重信川では、自然観察や生き物調査等の環境学習に関

する要望があり、安全に水と緑にふれあえる場の整備が望まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いもたきの風景 野鳥が飛来する重信川河口部の風景 

松原泉の下流小川での環境学習 再生後の松原泉での水遊び 
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（７）河川をとりまく状況 

重信川は昔から渇水時には瀬切れが発生し、魚類などの水生生物にとっては厳しい生息環境

となっていた。このような中で、重信川に流入する支川や霞堤の湿地、さらに周辺の水路や泉

は、重信川と繋がって、生物の移動や生息環境の連続性を保つことで、渇水時における厳しい

生息環境を緩和する重要な役割を果たしてきた。 

しかし、近年、河川環境を巡るさまざまな問題が顕在化し、良好な自然環境が減少している

ことから、現在も残る河口部や泉などの自然を保全し、より良好な自然環境へと再生するとと

もに、霞堤開口部の湿地再生、河川内湧水の再生、沿川の泉等との連携や緑化の推進を図るこ

とにより「水と緑のネットワーク」を形成し、多様な生物の生息・生育・繁殖環境の拡大を図

る必要がある。 

また、愛媛県は県の重要施策として、県内全域で誰もが自転車を楽しめる「愛媛マルゴト自

転車道」作戦の展開等により、愛媛県が「サイクリング・パラダイス」になることを目指して

いる。しかし、現状の重信川サイクリングロードには、コース標示の不備や休憩施設の不足、

自転車・歩行者と自動車の接触の危険、自歩道が分断していて重信川を周遊できていない等の

課題が残されている。 
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重信川における環境上の課題 

 

 

重信川サイクリングロードの課題 
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（８）地域のニーズ 

H26 再評価アンケートの自由意見の内容から、事業に係る地域住民の意見を抽出すると、本

事業により、重信川の自然が再生され、豊かな自然環境となることを期待する声が多い。また、

R01 再評価アンケートの自由意見の内容から、事業に係る地域住民の意見を抽出すると、本事

業により、重信川周辺の利便性向上、駐車場の拡大及び遊歩道、サイクリングロードの整備を

期待する声が多い。 

 

 

【H26 再評価アンケート自由意見】 

●身近な自然としての重信川が保全、再生されていくことは大変喜ばしいことです。親し

みやすさが増し、重信川を大切にする人が増えるといいですね。 

●自然を保全・再生していくことはとても大切な事だと思います。そのためには、住民の

協力が必至だと思うので協力していきたいです。 

●再生された松原泉や河口ヨシ原のように、もっと人にも地球にもいい状態になることを

望みます。これからの活動を期待します。 

●息子たち（園児×2 人）は小さい魚を追いかけたり、川で遊ぶことが大好きです。小学

生になったら環境学習の場としても利用していくことができるのかな？ぜひぜひますま

す素敵な川になりますように宜しくお願いします。 

●自然再生事業を有難うございます。散歩をしていて色々な動植物に会えることは私にと

って大きな喜びです。ご活躍を応援します。 

 

【R01 再評価アンケート自由意見】 

●松山市を流れる２本の川に水が少ない事、そのため、荒れ放題で自然がもったいないな・・・

と他県から越してきて、ずっと思っていました。是非、すてきな川辺のまちづくりを期待

しています。駐車場の場所も沢山の場所につくってください。きれいなトイレもお願いし

ます。本当に楽しみにしています。 

●子どもがおり、川遊び、魚とりなどに時々重信川に出かけています。場所によっては道路

に駐車してあるくらい、人が多い所もあり、もう少し親子で車を安全に停めて遊べる場所

があればと思います。いろいろな種類の魚や生き物がいることもあまり知られていないの

で、そういう自然についても周知されていけば遊び方も広がり、重信川への興味もわく方

も増えるのでは？と思います。 

●重信川沿いの充実はとても良いと思います。現場に着くまでに車で行く人も多いと思うの

で、駐車場（台数がしっかりある）の整備もよろしくお願いします。 

●重信川にあそべる場所ができれば、川幅も広く、浅いので、子供達が喜ぶと思います。 

●自転車（ロード）の練習でよく行きます。歩行者との混在は危険に思えるので、通行区分

をしっかりすべき（特に自転車の安全通行に）だと思います。時折、違反のはずのバイク

が堂々と走っている時もあるので、しっかり取り締まっていただきたいです。素晴らしい

遊歩道・サイクリングロードだと思いますので、更なる整備を望みます。 
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１．３ 事業経緯 

（１）全体概要 

重信川流域全体の整備について、平成 18 年度に重信川水系河川整備基本方針、平成 20 年度

に重信川水系河川整備計画が策定され、この計画に基づき、重信川水系環境整備事業が実施さ

れている。 

 

（２）事業経緯 

重信川水系の河川整備にあたっては、以下の３つを基本理念として、関係機関や地域住民と

の情報の共有、連携の強化を図りつつ、治水、利水、環境に関わる施策を総合的に展開するこ

ととしている。 

 

河川整備の基本理念 

 

○安全で、安心できる重信川の実現 

洪水、高潮等さまざまな水害から地域住民の人命と財産を守り、人々が安心して暮らせ

る地域の実現に向け、各種治水対策を展開し促進するとともに、整備した河川管理施設

の機能維持を図り、さらに管理を高度化するための施策を講ずる。また、関係機関や地

域住民と連携しながら流域一体となって、渇水被害の少ない安心できる川づくりを目指

す。 

○重信川を軸とした水と緑のネットワークの形成 

河口干潟、霞堤、河畔林、水辺植生や川沿いの泉など、重信川が有する特徴的な環境を

守り、育て、連携し、河口から源流へ、重信川から川沿いの地域へと繋がる水と緑のネ

ットワークの形成を図り、河川本来の豊かな自然環境、景観の回復に努め、自然との共

生が実感できる川づくりを目指す。 

○重信川を媒体とした自然と人、人と人がふれあう交流と学習の場の形成 

地域の自然環境、景観や社会環境との調和を図るとともに、重信川の持つ河川空間の独

自性を発揮して、レクリエーション活動や自然体験活動、環境学習等の場としての機能

を高め、多様な水辺環境を創出することによって、人々が憩い、楽しめ、学べる川づく

りを目指す。 

 

なお、河川環境の整備と保全に関する事項として、以下の事項が示されている。 

 

1）動植物の生息、生育、繁殖環境の保全・再生 

ⅰ）重信川中流域（石手川合流点～国管理区間上流端） 

a）水と緑のネットワークの確保（霞堤の環境再生、水辺植生の保全、再生） 

霞堤において、関係機関、住民等と連携を図りつつ、ミニワンドの設置などによる湿

地の再生、流入支川や水路の多自然化など、霞堤の環境面での機能及び多様な動植物の

生息、生育、繁殖環境の保全、再生に向けた取り組みを推進する。併せて、周辺の水路

や泉などとともに、水のネットワークの確保を図る。 
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また、重信川本川の淵やたまり等の水際部、流入する支川や水路などにおいて、関係

機関等とも連携し、ヨシ原などの水辺植生の保全、再生に、可能な限り努める。そして、

河畔林などとともに、緑のネットワークの確保に努める。 

これらにより生物の移動や生息環境の連続性を確保し、多様な動植物の生息、生育、

繁殖環境の保全、再生に努める。 

b）樹林の保全、再生 

重信川の河畔林などの樹林帯は、治水と整合を図りつつ、側帯等として可能な限り保

全、再生に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．８ 水と緑のネットワークの整備イメージ 

 

ⅱ）重信川下流域（河口～石手川合流点） 

a）水辺植生の保全、再生 

重信川下流部の砂州や河岸に形成されているヨシ原などの水辺植生は、可能な限り保

全、再生する。 

b）干潟の保全 

重信川河口域の河岸部では浅場環境を保全するとともに、中州では、水際から陸域ま

でをなだらかに連続させることにより干潟を保全し、多様な動植物の生息、生育、繁殖

環境の保全に努める。 

     

ⅲ）石手川（国管理区間） 

石手川下流域にはヨシ原があり、オオヨシキリ等の営巣の場や鳥類の渡りの中継地と

なっている他、カワヂシャ等の重要種が生育するなど、多様な生物が生息、生育する河

川環境として重要であるため、その保全に努める。 

 

2）河川景観の維持、形成 

河川景観については、流域の特性、治水、利水、環境の整合および土地利用や地域の歴史

や文化等との調和を図りつつ、重信川の文化と風土に根差した河川景観の保全、形成に努め

る。 

重信川と泉をつなぐ水路の例（柳原泉） 

重信川周辺の泉の例（三ヶ村泉） 
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3）河川空間の利用と整備 

地域の自然環境、景観を活用し、子供から高齢者までの様々な地域住民が川に親しみ積極

的な自然体験活動や環境学習などの河川空間利用を促進するための河川整備に努める。 

ⅰ）重信川中流域（石手川合流点～国管理区間上流端） 

a）河川空間の適正な利用促進を図る場の整備 

松山市近郊に位置し、河川敷にはスポーツ広場や公園、ゴルフ場などとして、また、

いもたきなどのレクリエーション活動の場として子供から高齢者までの人々に利用され

ている。そのため、地元自治体や地域住民、関係機関と連携、調整を図りつつ、適正な

河川利用を推進する。 

  

 

 

ⅱ）重信川（国管理区間） 

a）環境学習の場の整備 

近年、水辺で遊ぶ子供が少なくなったこともあり、今後、将来を担う子供達の河川へ

の意識や関心を高め、河川環境の保全、再生についての理解を深めるため、泉、霞堤、

礫河原など、重信川の特徴的な河川環境を有する重信川をフィールドとした学習の場の

整備や環境学習の支援を行う。 

 

 

環境学習 実施イメージ 
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ⅲ）石手川（国管理区間）及び石手川ダム 

石手川の川沿いは、市街地の水辺空間、緑地空間として親水護岸や水辺空間整備が行わ

れている。河川空間の利用促進を図るため、地元自治体や地域住民、関係機関と連携、調

整しつつ、水辺空間の保全、整備に努める。石手川ダム及びダム湖周辺は自然豊かな水と

緑の空間で、多くの人々に利用されている。市街地に近接するダムであることから、人が

自然に身近にふれあえるダム湖周辺の空間づくりに努める。 

 

 4）その他の環境整備事業 

ⅰ）水質に関する整備事業 

a）流入支川等における水質浄化 

流入支川からの汚濁負荷量の削減を図るために、関連市町の下水道整備の計画との

整合に留意しつつ、支川合流部における湿地の形成、水路の多自然化など、水質浄化

対策に努める。 

b）水質に関する意識啓発 

関係機関と連携を図りつつ、地域や家庭でできる水質浄化への取り組みなどを通じ

て、水質に関する意識啓発を図る。 



16 
 

１．４ 事業の概要 

（１）重信川自然再生事業 

①目 的 

重信川は、伏流しやすくその一方で湧水がある砂礫質の河原、河床変動や流路移動が生じや

すい河道、渇水時・洪水時の魚類等の避難の場等としての重信川の厳しい環境を補完する霞堤

等の特徴的な環境を持っている。これら特徴的な環境にはそれに依存する動植物が生息、生育、

繁殖し、また、河川景観が形づくられている。 

しかしながら、これら特徴的な環境は、近年、周辺地域の社会環境の変化等さまざまな要因

により徐々に変化しており、地区毎に課題が顕在化している例も見られる。 

従って、河川環境に関する目標として、現在も重信川に残る良好な動植物の生息、生育、繁

殖環境や河川景観を保全する。また、顕在化している環境上の課題の解決に向け、かつて重信

川にあった良好で特徴的な環境の再生に努める。 

一方で重信川は、四国第一の都市である松山市の市街地の近郊を流れ、都市近郊の貴重なオ

ープンスペース、また、身近な自然空間として利用が多い。 

そこで、将来にわたり、スポーツや環境学習など、適正な河川利用が図られるように、関係

機関や地域住民と連携し、人と川、地域と川との共生関係の構築に努める。 

これらの目標の実現に向け、河川環境に関する基礎情報を活用し、治水、利水、河川利用と

の整合を図りつつ、良好な河川環境の保全、再生に努める。 

 

②事業箇所 

地域の意見を反映させるため、事前に地域の方々にアンケート及びヒアリングを実施し、重

信川の自然再生を実施する箇所を 8 箇所抽出し、全体計画を策定した。 

その中から、重信川の自然環境の現状を踏まえて優先的に取り組む必要がある箇所及び要望

の高かった箇所等より順次事業を行っており、高井箇所（松原泉の再生）に平成 16 年度着手

し平成 18 年度完成、砥部箇所（広瀬霞の再生）に平成 18 年度着手し平成 19 年度完成し、次

いで平成 20 年度から河口箇所（河口域のヨシ原、河畔林の再生）に着手し平成 23 年度に一期

工事が完成している。現在各完成箇所の経過観察を行うとともに、開発霞の再生に着手してい

るところであり、残り ４ヶ所についても今後、順次着手する予定である。 

 

図１．９ 事業箇所位置図 
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2),3),6)対応 

1),3),4)対応 

1),3),6)対応 

3),5)対応 

1),3),4),6)対応 

1),3),6)対応 

1)対応 

1),3),4),6)対応 

■各事業の概要 

 

① 松原泉の再生：実施済み 

河川改修によって失われた松原泉と小川を再

生し、堤内側水路とのネットワークを強化しま

した。 

② 広瀬霞の再生：実施済み 

瀬切れ区間の下流端にある広瀬霞の湿地環境

を再生し、堤防の居住地側にある水路へのネット

ワークを強化しました。 

③ 河口域のヨシ原、河畔林の再生：実施済み 

河口域のヨシ原や河畔林を再生し、緑のネット

ワークを構築しました。 

 

④ 開発霞の再生：実施中 

瀬切れ区間の中間にある開発霞の湿地環境と

樹林を再生し、水と緑のネットワークを強化しま

す。 

⑤ 南野田霞、二十日泉の再生：今後着手予定 

二十日泉と湿地環境を再生し、水のネットワー

クと渇水時における魚などの避難場所を確保し

ます。 

⑥ 古川霞の再生：今後着手予定 

内川と重信川の合流点である古川霞で樹林と

湿地環境を再生し、水と緑のネットワークを強化

します。 

⑦ 支川傍示川の水質改善：今後着手予定 

水質悪化の進む傍示川が合流する市坪霞にお

いて湿地環境を再生し、水生生物の保全、水質浄

化を行います。 

⑧ 砥部川下流の水面再生：今後着手予定 

低水路をつくり、河口から砥部川上流まで水面

を繋ぐことにより、本川の水のネットワークを構

築します。 

概 要                 イメージ 

凡例 1):瀬切れ対策、2):水質改善、3):河畔林、4):泉再生、5):干潟保全、6):霞堤開口部の環境改善 
※待避場所の確保を含む 
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③事業内容 

重信川総合水系環境整備事業（重信川自然再生事業）は、平成 13 年度より検討に着手した。

重信川の自然環境をよりよい形で残すには、有識者や地域住民等の意見を反映しながら自然環

境を保全・再生し、ネットワークで結ぶことにより、より多様な生物が棲める環境へと再生す

ることが必要であり、また、保全・再生した自然環境を維持・管理していくためには、NPO や

地域住民の協力が必要不可欠であるとの観点から、平成 15年 1月にNPO等団体、地域の大学、

行政が連携して「重信川の自然をはぐくむ会」を設立し、協働で平成 16 年 3 月「重信川いき

いきネットワーク計画（自然再生計画）」を策定した。その後、自然再生計画に基づき、各箇所

に地域の住民、学校、団体等の計画づくり、維持管理、モニタリング、環境学習などへの参加

を得つつ事業を進めている。 

 

1）重信川の自然をはぐくむ会の活動 

重信川の自然環境を保全、再生するため、行政と地域の大学と自然関係の取り組みを行っ

ている団体等が一つとなり、「重信川の自然をはぐくむ会」を設立し、 

ⅰ）軸とした水と緑のネットワークの形成 

ⅱ）重信川を媒体とした人と自然、人と人がふれあう交流と学習の場の形成 

の２つを大きな柱にして活動を展開している。 

 

○地域住民との協働による事業実施 

自然再生事業にあたって、地元の住民、学校等とパートナーシップを構築し、計画段階

から設計、施工、維持管理の段階まで、地域住民や学校等の参画協力を得て協働による

事業実施の取り組み。 

○環境学習への支援・啓発活動等 

重信川の魅力を多くの人に体験してもらうこと、伝えることを目的とした活動を展開。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○はぐくむ会を中核としたパートナーシップの構築 

○計画への参画 

○視察への参画 



19 
 

 

2）松原泉の再生 

ⅰ）事業内容 

松原泉付近の重信川は、戦前から瀬切れがたびたび発生しており、渇水時には魚類など

の水生生物にとっては厳しい生息環境となる。このような中で、重信川とつながっている

小川や周辺の泉は、水と緑のネットワークを形成し、生物にとって渇水時の厳しい生息環

境を補う役目を果たしてきた。 

松原泉は、昭和 30 年代の河川工事に伴い埋め立てられ、その後は運動公園として利用

されてきた。しかし、それ以前の松原泉は、泉から湧き出る水が小川となって重信川とつ

ながり、泉の周辺は樹木に覆われ、自然豊かな場所であった。 

そこで、昭和 30 年以前の松原泉と小川と樹林を再生させる取り組みを行っている。再

生の取り組みは、大学、行政、NPO などをはじめ、地元住民が事業計画段階から参画し、

幅広いパートナーシップにより行われている。 

平成 18 年 6 月には再生した泉と小川の通水、8 月にはその周辺に植樹を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○重信川フォーラム発表の様子 

（平成 31 年 2 月） 

○維持管理への参画 

（平成 31 年 4 月) 

○昆虫教室の様子 

(令和元年 9 月) 

松原泉と小川の再生イメージ 昭和 30年以前の松原泉のイメージ 

（地元聞き取りにより描画） 
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整備前の様子 整備後の松原泉の様子

意見を反映して策定した小川の標準断面図地元住民と協働した計画づくり

生物に配慮して施工した小川本川と接続された小川

小川 

本川 

松原泉と本川を結ぶ

小川により、瀬切れ

時の保管庫の役割

を担う
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ⅱ）事業の効果 

a）避難場所や再生産の場として機能

魚類等の渇水時・出水時の避難場所を再生することを目的として整備した松原泉とそ

の下流の小川では、完成（平成 18 年度）以降実施しているモニタリングにより、本川

と泉の間を移動する魚類や泉に生息する幼魚を多数個体確認しており、泉等が避難場所

や再生産の場として機能していることが推測される。

また、昭和 30 年～40 年頃に松原泉及び周辺で確認された生物 46 種（中期【3～5 年】：

32 種、長期【10～20 年】14 種）を対象種として、平成 18 年に整備が完了した後、平

成 22年まで 5年間継続してモニタリング調査を行い、その後単発で、平成 26年に魚類、

平成 27 年に両生類、平成 25、30 年に底生動物の調査を実施している。 

中期目標として設定した種に対して、13 年間のモニタリングで確認された種数の相対

値は 97％であった。泉や湿地環境および里地や樹林環境に生息・生育する種のいずれの

達成率も 9 割を超える高い値となっており、現状で、一定の効果が得られたものと考え

る。確認種数についても平成 30 年度までに魚類 16 種、両生類 6 種、底生動物 178 種、

水草 15 種となっている。グラフも横ばいにならず、増加傾向をたどっていることから、

生物多様性の確保を図ることができている。計 215 種を確認し、アカハライモリやオイ

カワ等の重要種も確認されている。

一方、長期目標とした指標種の確認はまだ少なく、今後の経過に注目する必要がある。

図１．１０ モニタリング確認種数（松原泉）※各年度調査の確認種数を加算 

魚類  両生類  底生動物  水草 
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図１．１１ 目標種※の確認状況（松原泉） 

 

 

目標種数は地域の自然環境の専門家をメン

バーとするアドバイザー会議の意見をもと

に設定 

※目標種：泉や湿地、里地や樹林に生息する種の

うち、自然再生による環境創出により、生息確認

を望む種 
（例）泉や湿地の目標種 

   ：中期オイカワ、長期ヒナイシドジョウ 
     里地や樹林 

   ：中期アマガエル、長期オオムラサキ 等 
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確認種
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イモリ（両生類） 

【環境省レッドリスト：準絶滅危惧】 

【レッドデータブックまつやま：絶滅危惧Ⅱ類】

モノアラガイ（底生動物） 

【環境省レッドリスト：準絶滅危惧】 
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b）環境学習の場の提供 

整備後の松原泉は、地元小学校等が授業の一環として定期的に利用したり、家族連れが

訪れるなど、新たに形成された環境学習の場（十数回／年）として活用されるとともに、

泉を活用したイベントも開催されるなど利用者数も増加している。 

良好な自然環境の泉を復元し、泉の価値を再認識することで、重信川沿川に 130 箇所以

上存在する泉の価値が見直され、保全活動へと繋がり、植生による生物（鳥類・昆虫類等）

の生息環境やネットワークが再生されるなどの波及効果がおよぶことが期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昆虫採取（平成 29年 9月） 

現場見学会（愛大附属高等学校） 

（令和元年 8 月） 

現場見学会（愛媛大学） 

（平成 30 年 4 月） 

19,100

21,900

39,900

40,000

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

平成15年度

平成18年度

平成21年度

平成26年度

松原泉の年間利用者数推移値

（人）

【松原泉地点での年間利用者数推計値 

：河川空間利用実態調査結果より】 
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c）「松原泉を管理する会」が手づくり郷土（ふるさと）賞※を受賞 

松原泉の再生にあわせ、平成 15 年 9 月に地域住民を主体として発足した「松原泉を管

理する会」は、計画段階から維持管理まで一貫して地域住民が主体となり取組を行った先

進的事例である。平成 18 年 7 月の完成後も、松山市と連携し 100 名規模の除草、外来種

除去などの維持管理活動を実施するなど精力的に行い、生物の保全空間を適切に維持し、

地元小中高および大学生までが利用する環境学習の場を提供している。 

このような活動が評価され、平成 25 年度に「手づくり郷土
ふるさと

賞」を受賞した。 

※手づくり郷土賞：地域の魅力や個性を創出している良質な社会資本や、それと関わりを持つ優れた地域

活動を発掘し、評価することを目的に昭和 61年に創設された国土交通大臣表彰。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受賞した松原泉を管理する会の代表者 

（平成 26 年 2 月） 

松原泉を管理する会の活動状況 

（平成 27 年 4 月） 
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3）広瀬霞の再生 

 ⅰ）事業内容 

広瀬霞付近の重信川は、戦前から瀬切れがたびたび発生している中、昭和 30 年以前の広

瀬霞は、開口部に湿地的な環境があり、重信川の生物にとって良好な生息、生育、繁殖環境

であった。しかし、近年の土地利用の変化や河川改修などにともない、湿地的な環境はなく

なり、外来種が繁茂し、ゴミの不法投棄が頻発する場所になっていた。そこで、瀬切れ時に

生物の保管庫とするべく、昭和 30 年以前の広瀬霞の環境を復活させる取り組みを平成 18 年

度から着手し、平成 19 年度に整備が完了した。 

  

昭和 30年以前の広瀬霞のイメージ 

（地元聞き取りにより描画） 
広瀬霞の自然再生イメージ 

整備前の広瀬霞の様子 整備後の広瀬霞の様子 

不法投棄されたゴミ 
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図１．１２ 意見を反映して策定した湿地の標準断面図 

 

広瀬霞と重信川本川の接続 

重信川本川の流れ 

広瀬霞に整備され

水路と本川は接続

れ、瀬切れ時の保 
管庫の役割を担う 

整備された魚道 
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ⅱ）事業の効果 

a）霞堤が持つネットワーク機能の再生 

広瀬霞では、昭和 30 年～40 年頃に広瀬霞及び周辺で確認された生物 44 種（中期【3

～5 年】：32 種、長期【10～20 年】：12 種）を対象種として、平成 20 年に整備が完了

した後、平成 22 年まで 3 年間継続してモニタリング調査を行い、その後単発で、平成

26 年に魚類、平成 27 年に両生類、平成 25、30 年に底生動物の調査を実施している。 

中期目標で設定した種に対して、10 年間のモニタリングで確認された種数の相対値は

84％であった。泉や湿地環境および里地や樹林環境に生息・生育する種のいずれの達成

率も 7 割を超える高い値となっている。霞～堤内を移動している可能性のある魚類も確

認されており、堤内と堤外を障害無く結ぶ霞堤が持つネットワーク機能が再生し、効果

が得られつつあるものと考える。確認種数についても平成 30 年度までに魚類 12 種、両

生類 5 種、底生動物 93 種、水草 13 種を確認しており、ミナミメダカ、ミナミヌマエビ

及び水生植物以外のサクラタデ、カワヂシャなどの重要種が確認されている。 

一方、オオクチバス、ウシガエルなどの特定外来種も確認されており、今後の経過に

注目する必要がある。 

なお、モニタリング調査後に行われている広瀬霞観察会等において、泉でニホンウナ

ギやヌマチチブ等が確認され、泉が魚類の生息場所として継続的に利用されている。ま

た、泉周辺の草地ではヒバカリが確認されており、水辺や草地環境が安定していること

を反映しているといえる。 

 

図１．１３ モニタリングの確認種数（広瀬霞） ※各年度調査の確認種数を加算 

 

魚類  両生類  底生動物  水草 
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図１．１４ 目標種※の確認状況（広瀬霞） 

目標種数は地域の自然環境の専門家をメン

バーとするアドバイザー会議の意見をもと

に設定 

※目標種：泉や湿地、里地や樹林に生息する種の

うち、自然再生による環境創出により、生息確認

を望む種 
（例）泉や湿地の目標種 

   ：中期オイカワ、長期ヒナイシドジョウ 
     里地や樹林 

   ：中期アマガエル、長期オオムラサキ 等 
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ミナミメダカ（魚類） 

【環境省レッドデータブック：絶滅危惧Ⅱ類】 

【愛媛県レッドデータブック：絶滅危惧Ⅱ類】 

【レッドデータブックまつやま：絶滅危惧Ⅱ類】 

ミナミヌマエビ（底生生物） 

【愛媛県レッドデータブック：準絶滅危惧】 

【レッドデータブックまつやま：準絶滅危惧】 

カワヂシャ（植物） 

【環境省レッドデータブック：準絶滅危惧】 

【レッドデータブックまつやま：絶滅危惧Ⅱ類】 

サクラタデ（植物） 

【レッドデータブックまつやま：絶滅危惧ⅠB類】 

ヒバカリ（爬虫類） 

【愛媛県レッドデータブック：情報不足】 

【レッドデータブックまつやま：準絶滅危惧】 
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b）環境学習の場の提供 

整備後の広瀬霞は、重信川の自然をはぐくむ会を中心とした学識経験者・地元住民・市

町・愛護団体・NPO 等が集まっての自然観察会や大学生等の現場見学会等（10 回程度／

年）、新たに形成された環境学習の場として活用されている。 

 

 

 

 

現地見学会（愛媛大学）（平成 30年 4月） 自然観察会（平成 29年 6月） 
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4）河口域のヨシ原、河畔林の再生 

 ⅰ）事業内容 

重信川河口部は、干潟、ヨシ原、ワンドが形成され、「シギ・チドリ類の重要渡来地域

（環境省）」、「日本の重要湿地５００（環境省）」に指定されるなど、野鳥の楽園であると

ともに、多種多様な生物の生息環境となっており、地元住民が野鳥観察などに利用するな

ど NPO 等にも注目されている環境である。しかし、近年の流域の市街化や河川改修に伴

い樹林が減少するとともに、河道の二極化の進行により干潟やヨシ原が減少し、貴重な河

口部の生息環境が脅かされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S51川口大橋

※昭和51年重信川植生調査報告書を引用、S50空中写真にて補完

ヨシ原の面積：約9.5ha

H4

※平成4年重信川植生調査報告書を引用、H1空中写真にて補完

ヨシ原の面積：約4.2ha

H19 

※平成 19 年撮影空中写真より読取り 
ヨシ原の面積：約 3.1ha 

 

■：ヨシ原 
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図１．１５ 河口ヨシ原の経年変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．１６ 重信川河口域における外来植物の侵入状況 

 

そのため、河口右岸において河道の切り下げ及びヨシの植栽を行うことにより、外来種の

除去、ヨシ原・ワンド等の再生及び植樹を行い、河口域全体の自然環境の保全・再生を図る

事業に平成 20 年度から事業に着手し、平成 23 年度に第一期工事を完了している。 

S51 年～H4 年にかけてヨシ原面積の急激な減少が
見られる。 
H4 年以降も僅かながら減少傾向にある。 

9.5

4.2
3.6 3.6 3.1

0

2

4

6

8

10

S51 H4 H9 H14 H19
ヨ

シ
群

落
面

積
（
ｈ

ａ
） ヨシ原面積の減少 

セイタカアワダチソウ 

（要注意外来生物） 

ヨシ 

メダケ 

セイタカアワダチソウ 

平成 4 年度より外来植物が増加し、植

物確認種数の 3 割を超えている。干潟

やヨシ原に侵入し、河口の河川環境の

悪化の要因となっている。 
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図１．１７ ヨシ原の再生断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A－A 断面図 

重信川 

A 

A 

ヨシ原再生箇所 

整備前の河口右岸の様子 整備後の河口右岸の様子 
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ⅱ）事業効果 

a）ヨシが生育し野鳥の休息場等として機能 

河口箇所では、シギ、チドリ等の飛来地ともなっている良好な自然環境の復元を目指

し、その重要な要素であり近年減少しているヨシ原を復元する事業に平成 20 年度より

取り組んでおり、これまでに整備した川口大橋付近右岸側の移植後のヨシ原の生育状況

を注視し整備手法の妥当性を確認している状況である。 

なお、ヨシ原再生箇所におけるヨシの群落面積は年々増加し、占有率も高い割合で安

定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．１８ ヨシ原のヨシ群落面積と占有率 

 

平成 26 年度までに実施したモニタリング調査において、2 箇所の自然再生箇所（川口

大橋直下付近および最下流整備箇所）のヨシ原で、オオヨシキリの定着と複数の営巣が

確認され、ヨシ原が繁殖場所として利用されており、ヨシ原の生育密度が十分達成して

いることが示唆される。 

 

 

【ヨシ原の指標種】オオヨシキリは良好なヨシ原を繁殖環境として利用するため、目標達成状

況を評価する際の目安とした。 
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b）環境学習の場の提供 

河口部は、日本野鳥の会による野鳥観察会などが行われてきた箇所であり、最近では地

元小学校が授業の一環として利用するなど、環境学習の場としての活用事例が増加してお

り、今後もさらなる利用の拡大が期待される。 

また、愛媛県立伊予農業高等学校 伊予農希少植物群保全プロジェクトチームはヨシ原

再生箇所のヨシ育成状況などをモニタリング調査するとともに、河口域の環境調査に取り

組んでおり、これらの活動は「国連生物多様性の 10 年日本委員会（UNDB-J）」により、

認定連携事業として選定※されている。 

※国連生物多様性の 10年日本委員会（UNDB-J）による認定連携事業： 

2010 年 10 月に愛知県名古屋市で開催された COP10 で採択された「愛知目標」の達成に向け、各

セクターの参加と連携を促進するため、「多様な主体の連携」、「取組の重要性」、「取組の広報の

効果」などの観点から総合的に判断し、UNDB-J が認定する事業。 

 

 

伊予農希少植物群保全プロジェクトチーム

によるヨシのモニタリング調査 

（平成 26 年 12 月） 

小学生による環境学習（平成 31 年 3 月） 
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c）「愛媛県立伊予農業高等学校 伊予農希少植物群保全プロジェクトチーム」が手づくり 

郷土（ふるさと）賞※を受賞 

愛媛県立伊予農業高等学校では、平成 16 年度から、愛媛県松前町塩屋海岸で海浜植物

の保全活動に取り組んで以来、学生が中心となって、伊予農希少植物群保全プロジェクト

チームを作り、教科内外の活動で様々な環境保全活動に取り組んでいる。 

その取り組みとして、重信川河口のヨシ原再生事業が行われている。同事業では、学生

らが、計画づくりから、ヨシの移植、移植後のモニタリングに取組み、フォーラムや自然

科学教室等で発表し、自然環境保全の重要性について啓発活動を行っている。そのほか、

洪水時に漂着した生活ゴミの収集や不法投棄された家電製品の撤去などを行うとともに、

地域の NPO 等が開催する清掃活動にも積極的に参加している。 

この取り組みを含めた重信川河口域の湿地環境保全事業が評価され、平成 29 年度てづ

くり郷土（ふるさと）賞を受賞した。 

※手づくり郷土賞：地域の魅力や個性を創出している良質な社会資本や、それと関わりを持つ優れた地域

活動を発掘し、評価することを目的に昭和 61年に創設された国土交通大臣表彰。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 受賞した伊予農希少植物群保全 

プロジェクトチームの代表者 

（平成 30 年 2 月） 

伊予農希少植物群保全プロジェクト 

チームの活動状況 

（平成 27 年 4 月） 
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5）開発霞の再生 

ⅰ）事業内容 

開発霞が位置する重信川中流域では、昔から瀬切れが発生し易く、魚類などの水生生物に

とっては、厳しい生息環境にあった。このような中で、かつての開発霞は、本川と堤内水路

を繋ぐ水のネットワークの拠点として重要な役割を果たしていたが、近年、瀬切れ区間や期

間の拡大、埋立てによる湿地環境の消失により、魚類等の生息環境において、重信川でもと

くに劣悪な環境になっていた。 

そこで、昭和 30 年代以前の開発霞に見られた水のネットワークと河畔林を再生させる取

り組みを行っている。再生の取り組みは、地元住民、地域の小中高校、学識者、NPO、行政

をメンバーとするワークショップを開催し、事業計画段階より合意形成を図りながら実施し

た。平成 24 年度より事業に着手し、現在施工中である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 30年以前の開発霞のイメージ 

（地元聞き取りにより描画） 
現在の開発霞 

地域住民も参加した開発霞 

ワークショップの状況（平成 25年 8月） 
ワークショップでの取りまとめ意見 

（平成 25年 8月） 

階段式魚道水路 

泉と小川 図１．１９ 開発霞整備計画イメージ図 
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ⅱ）事業効果 

a）霞堤が持つ水と緑のネットワーク機能の再生 

開発霞が位置する重信川中流域では、昔から瀬切れが発生し易く、魚類等の生物にとっ

ては、厳しい環境にあります。これに加え、近年では、瀬切れの区間や期間が拡大し、魚

類等の水生生物にとっては、より厳しい環境となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．２０ 開発霞周辺の瀬切れ区間の変遷 

 

このような中で、霞堤が持つ堤内と堤外を結ぶネットワーク機能を再生させることは、

瀬切れ発生時の魚類等の避難場所としての効果が得られるものと考えられる。前述した松

原泉・広瀬霞再生後のモニタリング結果を見ても、開発霞の再生場が魚類等水生生物の避

難場所や再生産の場として機能するものと推測される。 

また、霞堤内には、河畔林の植樹も実施する計画であり、これらは、鳥類や昆虫類等の

生息環境の改善に繋がるものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．２１ 開発霞自然再生の植栽計画 
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b）環境学習や親水空間の場の提供 

整備後の開発霞においては、環境学習の場としての利用の他、水遊びや虫捕り等の人と

自然とのふれあいの場の提供が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．２２ 開発霞整備後の活用方針 

 

6）南野田霞、二十日泉の再生、古川霞の再生、支川傍示川の水質改善、砥部川下流の水面再 

  生 

事 業 名 事業実施に伴う効果 

南野田霞、二十日泉の再生 

瀬切れ頻度の高い重信川中流域において、泉と湿地環

境を再生することにより、魚類等水生生物の避難場所

が確保される。 

古川霞の再生 

内川と本川との合流点に湿地環境を創出することによ

り、堤内側水路と繋がる水のネットワークが形成され

る。 

支川傍示川の水質改善 

市坪霞の湿地環境を再生することにより、流入する傍

示川の水質改善（植生浄化）や水生生物の生息場が確

保される。 

砥部川下流の水面再生 

下流域の瀬切れ発生区間において、水みちを確保する

ことにより、渇水時における魚類等の避難場所や移動

環境が確保される。 

共通事項 
環境学習の他、水遊び、虫捕り等、人と自然とのふれ

あいの場を提供。 
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 （２）重信川かわまちづくり 

  ①目 的 

     かわまちづくりとは、地域が持つ「資源」や地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、地域活

性化や観光振興などを目的に、市町村や民間事業者、地域住民等と河川管理者が各々の取組み

を連携することにより「河川空間」と「まち空間」が融合した良好な空間を形成し、河川空間

を活かして地域の賑わい創出を目指す取組である。 

重信川は、四国第一の都市である松山市の市街地近郊を流れ、都市近郊の貴重なオープンス

ペースとしての利用が多い。また、愛媛県全域で、サイクリング環境の充実に取り組まれてい

ることから重信川沿川においてもサイクリングロードとして活用されている。 

この重信川が持つ利便性と「愛媛マルゴト自転車道」と連携したサイクリング・ツーリズム

（自転車観光）を活かし、地域活性化や観光振興を目的に、市町、民間事業者及び地元住民と

河川技術者の連携の下、「河川空間」と「まち空間」が融合した良好な空間形成を行う。 

 

  ②事業箇所 

重信川かわまちづくり懇談会、重信川かわまちづくり協議会より、重信川沿川の遊歩道、サ

イクリングロード及び、拠点整備箇所 9つを整備する全体計画を策定した。 

事業は、令和 2年度から令和 7年度までの計 6年間を予定している。 

 

 

図１．２３ 重信川かわまちづくり概要図 
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③事業内容 

重信川かわまちづくりは、平成 29 年 8 月に第１回「重信川かわまちづくり懇談会」を始

まりとして、懇願会を計 3回、協議会を計 3回行い、平成 30年に重信川かわまちづくり申請

書を作成、提出した。そして、平成 31年 3月に「かわまちづくり支援制度」への登録を完了

した。 

重信川沿川の松山市は、道後温泉や文豪夏目漱石ゆかりの地として「国際観光温泉文化都

市」に指定されており年間 130 万人以上の観光客が訪れている。また、重信川を周遊する「重

信川自転車道」は、愛媛県の重要施策である「愛媛マルゴト自転車道」の重点戦略エリアに

指定されており、自転車を活用した地域活性化に向けた取り組みが検討されている。 

本計画では、重信川沿川をサイクリングロードとして活用するとともに、自転車やウォー

キング等の出発地点・休憩所、憩いの場や環境学習の場として拠点箇所の整備を行い、重信

川・石手川において『出あいの場』，『安全・安心な水辺空間』，『学びの場』として活用する

ことで、地域の賑わいの創出を目指す。 

ソフト施策については、干潟を活用したカニ類や鳥類の自然観察会などの環境学習の実施、

民間・NPO と協働でのいもたき・カフェ等の誘致活動、整備された水辺空間を活用した、

地域内外からの日常的な屋外活動や、花火大会、桜まつりの実施等が計画されている。 

ハード施策については、橋梁交差点部等の自転車・歩行者道が分断されている箇所につい

て、アンダーパスの整備等による安全、快適な動線の確保、自動車と自転車・歩行者の接触

の危険がある箇所への新たな自歩道の整備、親水整備による水辺への動線の確保、ベンチ、

サイクルスタンド等の整備による人が滞在するための環境整備等が計画されている。 

 

 

 

 

 

 

アンダーパスの整備イメージ スポット① 河口整備イメージ 

スポット⑧ 重信工業団地前 
整備イメージ 

スポット② 出合整備イメージ 
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④事業効果 

かわまちづくりとして、重信川を安全・快適に周遊できる自転車・歩行者道の整備を行うこ

とにより、散策やウォーキング，サイクリスト等の利用者が安全・快適に利用できる水辺空間

が確保できる。これらの整備により、地域住民や県外客，インバウンド等の利用者の増加が期

待できる。  

これに伴い、重信川沿いにサイクリングやウォーキング時の休憩所として既存公園等にリバ

ースポットを流域市町で 1箇所以上設置。休憩や自転車整備が可能となるとともに、重信川の

風景等を堪能し、SNS 等を通じた地域の魅力発信が可能であり、既存の公園施設の利用拡大と

ともに地域の活性化に有効である。 
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２．事業の必要性 

２．１ 事業を巡る社会経済情勢等の変化 

（１）地域開発の状況 

①松山中央公園 

松山中央公園は、野球場（坊っちゃんスタジアム、マドンナスタジアム）、テニスコート、運

動広場、屋内運動場、屋外ブルペン、プール（アクアパレットまつやま）、多目的競技場（競輪

場：であいフィールド）、武道館などのスポーツ施設を有する公園で、平成 12 年に野球場、平

成 15 年には県営の武道館、平成 17 年にはプール、多目的競技場が完成しており、年間 70 万

人を超える多くの人に利用されている。また、平成 29 年度には初めて愛媛県単独で、愛媛国

体（愛顔をつなぐえひめ国体）を開催した。 

重信川の堤防及び橋梁は、松山中央公園へのアクセス道路にもなっていることから、重信川

自然再生事業により良好な自然環境が保全・再生されることは、利用者等に潤いと安らぎを提

供する。また、重信川かわまちづくりにより、松山中央公園を重信川自転車道の出発点・休憩

地点として整備することは、県外・インバウンド等の広域な集客が見込まれるため、更ににぎ

わいのある水辺空間の創出が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②松山自動車道 

松山自動車道は、開通当初 2 車線であったいよ西条 IC－松山 IC で 4 車線化工事が行われ、

平成 16 年以降、川之江 ICT－松山 IC で 4 車線となっている。 

これにより、現在、松山市は高松市の他、本州・九州にある多くの県庁所在地と 4 車線以上

のネットワークで結ばれており、人口 50 万人超を有する四国の政治、経済、文化の中核都市

として発展し、道後温泉等の観光地へ県内外問わず多くの人が訪れている。 

（２）関連事業との整合 

坊ちゃんスタジアム（野球場） 

愛媛県武道館 アクアパレットまつやま（プール） 

テニスコート 
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①重信川右岸地区 活性化計画（東温市） 

東温市では、農村と都市部の混住化が進むにつ

れて失われつつある里山的自然環境を保全する事

業を実施している。将来に渡り安定した営農活動

と環境（生態系）保全に必要不可欠となる湧水（水

源）を守るため、地域一体となった保全活動を推

進し、当該農業用施設が地域内の重要な水源であ

ること、また、代々受け継がれてきた歴史・文化

を伝える場所であることの理解を深め、地域の誇

れる財産として育成していくことを目指すと共に、

地域や自然環境を大切にする農村地域の魅力を再

発見・再認識してもらうことで、地域の活性化を

図るものである。具体には重信川に連接している

泉の改修を実施しており、当該事業と連携し、更

に自然環境保全が図られるものと期待される。 

 

図２．１ 重信川右岸地区活性化計画平面図 

三ヶ村泉 

柳原泉 

泉改修イメージ図 
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②愛媛マルゴト自転車道 

愛媛県は県の重要施策として、県内全域で誰もが自転車を楽しめる「愛媛マルゴト自転車道」

作戦の展開や、しまなみ海道を舞台とした国際サイクリング大会の開催等により、愛媛が「サ

イクリング・パラダイス」になることを目指している。その中で、重信川沿川の自転車道も特

に重要なコースとして位置づけられている。重信川沿川の自転車道整備をすることによる地域

の住民への効果として、交流人口の拡大による地域の活性化、サイクリングイベント開催によ

る周辺店舗の集客数の拡大が考えられる。また、県外客インバウンド等への効果として松山（道

後）を訪れる観光客が気軽に楽しめる体験型アクティヴィティの提供、サイクリスト人気の旅

行先ランニングからの入込客の増加が考えられる。 

 

 

図２．２ 愛媛マルゴト自転車道 
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（３）地域の協力体制 

①重信川クリーン大作戦 

重信川流域では、重信川エコリーダーの呼びかけのもと、地元住民・市町・企業団体・NPO

等による河川清掃を河口域・中流・上流の３箇所で年２回継続実施している。 

 

河川清掃（令和元年 7月） 

②広瀬霞自然観察会 

重信川の自然をはぐくむ会を中心とした学識経験者・地元住民・市町・愛護団体・NPO 等

が集まって、自然再生事業の成果を確認する自然観察会（清掃・記念植樹）を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③We Love 石手川 

「白鷺が住めるまちづくり」を実現するために、平成４年から地元の社会福祉団体呼びかけ

のもと、地元住民が参加し、石手川の清掃活動を行っている。 

 

 

 

 

自然観察会（平成 29 年 6 月） 除草の様子（平成 29 年 6 月） 

We Love 石手川（平成 29 年 3 月） 



 46

２．２ 事業の投資効果 

（１）重信川自然再生事業 

  ①費用対効果分析 

当事業における費用対効果分析は平成 27 年度に実施したアンケート調査結果による、CVM

法に基づき算出する。 

表２．１ 事業の投資効率 

総便益 

（Ｂ） 

総費用【事業費・維持費】 

（Ｃ） 
Ｂ／Ｃ 

経済的内部収益率 

（ＥＩＲＲ） 

10,976 百万円 6,184 百万円 1.8 5.9% 

 

・費用は、総事業費（事業費＋維持管理費）から社会的割引率４％及びデフレータを用い現在価

値化を行い算定した。 

・便益は令和元年度に仮想的市場評価法（ＣＶＭ）により、支払意思額を把握し、算定した。 

・令和元年度を基準年とし、平成 13 年度から令和 10 年度までの整備期間（28 年間）と令和 11

年度から令和 60 年度までの事業完成後 50 年間を評価対象期間とした。 

 

②総便益の算定（Ｂ） 

1）評価の考え方 

本事業は、地域住民を含む広範囲の河川利用者にもたらされている利用価値や自然環境の

改善等の非利用価値も含むことから、これらの価値を適切に定量化することができる、仮想

的市場評価法（ＣＶＭ）を適用した。ＣＶＭではアンケート調査により支払意思額を求め、

便益を算出した。 

 

2）算出方法 

アンケート調査より得られた支払意思額（一世帯当たり月額）、対象地域の世帯数から年便

益を算定した。 

 

ⅰ）アンケート概要 

調査期間：平成 27 年 1 月 28 日～平成 27 年 2 月 13 日 

配 布 先：重信川（石手川を含む直轄区間）より 2km 圏内の 

松山市、伊予市、東温市、松前町、砥部町 

配 布 数：1,500 通（住民基本台帳より無作為抽出） 

質問方法：8 段階 2 項選択方式 

調査方法：郵送調査法 

 

表２．２ 配布回収状況 

調査方法 配布数 回収数 回収率 有効回答数 有効回答率 

郵送調査 1,500 676 45.1％ 470 69.5％ 
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ⅱ）賛同率 

 

 

図２．３ 賛同率曲線 

 

ⅲ）支払意思額 

アンケートから、支払意思額（提示額）に対する賛同率を算定し、パラメトリック法に

より賛同率の近似曲線を求めて算定した。 

この賛同率曲線から、支払意思額（ＷＴＰ）は、以下のように算定される。 

※ＷＴＰの平均値は、賛同率曲線とｘ軸、ｙ軸に囲まれた部分の面積 

 

支払意思額（ＷＴＰ）＝392 円／月・世帯 

 

ⅳ）対象地域の世帯数 

便益算定対象地域は、重信川（石手川を含む直轄区間）より 2km 圏内を対象とした。 

 

表２．３ 対象地域の世帯数 

市 町 対象世帯数 

松山市 129,436 

伊予市 798 

東温市 9,969 

松前町 10,591 

砥部町 3,801 

合 計 154,595 
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ⅴ）便益発生期間 

便益発生期間は、令和 10 年度の事業完成後 50 年間とした。 

 

ⅵ）年便益の算定 

年便益＝392（円／月・世帯）×12（ヶ月）×154,595（世帯）＝727 百万円／年 

 

ⅶ）総便益の算定 

便益発生期間に生じる便益について、社会的割引率（４％）を考慮し、現在価値化し、

総便益を算定した。 

総便益＝10,976 百万円（評価期間＝事業完成後 50 年） 

 

③総費用【建設費・維持管理費】の算定（Ｃ） 

1）事業費 

事業費は、各年で想定されている事業費を現在価値化して、算出した。なお、重信川自然

再生事業は令和 2 年～令和 7 年までをモニタリング期間（重信川かわまちづくり終了まで一

旦停止）とし、令和 8 年度より事業を再実施する。 

事業費＝4,166 百万円（平成 13 年度～令和 10 年度） 

 

2）維持管理費 

年間の維持管理費は、総事業費の 0.5％とし、事業実施期間中については、事業費進捗率

を乗じて算定した。 

年間維持管理費＝4,166 百万円×0.5％＝20.8 百万円／年 

 

3）総費用 

総費用は、事業費と維持管理費を現在価値化した後の合計とした。 

総費用＝事業費（現在価値化）＋維持管理費（現在価値化） 

＝6,184 百万円 

 

④費用対効果 

1）Ｂ／Ｃ（費用便益比）＝当事業の総便益÷当事業の総費用 

＝10,976 百万円÷6,184 百万円 

＝1.8 

 

2）Ｂ－Ｃ（純現在価値）＝当事業の総便益－当事業の総費用 

＝10,976 百万円－6,184 百万円 

＝4,792 百万円 

 

3）ＥＩＲＲ（経済的内部収益率）：5.9％ 
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⑤残事業の投資効率 

1）効果【総便益】の算定（Ｂ） 

本事業の令和元年度以降の残事業に関する総便益については、全体事業の年便益を総事業

費と残事業費の比率で按分して算出した。 

 

ⅰ）年便益の算定 

年便益（残事業）＝727 万円（全体事業の年便益）×0.330（残事業の割合）※ 

＝240 万円／年 

   ※残事業の割合＝残事業費（令和 2 年度～令和 10 年度）/ 全体事業費（平成 13 年度～令和 10 年度）  

 

ⅱ）総便益の算定 

便益発生期間に生じる便益について、社会的割引率（４％）を考慮し、現在価値化し、

総便益を算定した。 

総便益（現在価値化）＝3,617 百万円（評価期間＝事業完成後 50 年） 

 

2）費用【建設費・維持管理費】の算定（Ｃ） 

ⅰ）事業費 

令和 2 年度から令和 10 年度までの事業費を一律計上した。 

事業費＝1,373 百万円（令和 2 年度～令和 10 年度） 

 

ⅱ）維持管理費 

年間の維持管理費は、残事業費の 0.5％とし、事業実施期間中については、事業費進捗

率を乗じて算定した。 

年間維持管理費＝1,373 百万円×0.5%=6.9 百万円／年 

 

ⅲ）総費用 

総費用は、事業費と維持管理費を現在価値化した後の合計とした。 

総費用＝事業費（現在価値化）＋維持管理費（現在価値化） 

＝1,122 百万円 

 

3）費用対効果 

ⅰ）Ｂ／Ｃ（費用便益比）＝残事業の総便益÷残事業の総費用 

＝3,617 百万円÷1,122 百万円 

＝3.2 

 

ⅱ）Ｂ－Ｃ（純現在価値）＝残事業の総便益－残事業の総費用 

＝3,617 百万円－1,122 百万円 

＝2,495 百万円 

ⅲ）ＥＩＲＲ（経済的内部収益率）：14.1％ 
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⑥過年度評価時との比較 

 1）比較結果 

表２．４ 比較結果表 

項目 
前々回評価時 

（平成 23 年度 CVM 調査） 

前回評価時 

（平成 27 年度 CVM 調査） 

今回評価時 

（平成 27 年度 CVM 調査） 

総便益 

（B）※１ 
10,945 百万円 11,871 百万円 10,976 百万円 

総費用 

（C）※１ 

4,841 百万円 

（4,055 百万円）※２ 

5,864 百万円 

（4,469 百万円）※２ 

6,184 百万円 

（4,166 百万円）※２※３ 

費用便益比 

（B/C） 
2.3 2.0 1.8 

基準年 平成 23 年度 平成 27 年度 令和元年度に補正 

施工予定 

期間 

平成 13 年度～ 

平成 29 年度 

平成 13 年度～ 

平成 34 年度 

（令和 4 年度） 

平成 13 年度～ 

令和 10 年度 

（令和 2 年度～令和 7 年度は

モニタリング期間） 

 ※１ 総便益、総費用は評価基準年における現在価値を示す 

 ※２ （ ）は、維持管理費を除く全体事業費を示す 

 ※３平成 28 年 4 月 5 日事務連絡「費用便益分析の費用算定における消費税の取り扱いに 

  ついて（通知）」に基づき消費税を控除 

 

 2）費用対効果の変化要因 

  〇総便益の増減 

   ・評価基準年 

    前回：平成 27 年度、今回：令和元年度 

   ・便益発生期間 

    前回：事業期間（平成 13 年度～平成 34 年度（令和 4 年度）） 

＋事業完成後 50 年間（事業期間中は事業費進捗率を乗じて算定） 

    今回：事業期間（平成 13 年度～令和 10 年度） 

＋事業完成後 50 年間（事業期間中は事業費進捗率を乗じて算定） 
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〇総費用の増減 

 ・事業費の増減（消費税控除） 

  前回：4,469 百万円、今回 4,166 百万円 

・評価基準年 

    前回：平成 27 年度、今回：令和元年度 

   ・施工期間 

    前回：平成 13 年度～令和 4 年度 

    今回：平成 13 年度～令和 10 年度 

   ・消費税控除 

    平成 28 年 4 月 5 日事務連絡「費用便益分析の費用算定における消費税の取り扱いに

ついて（通知）」に基づき消費税を控除した。 

    前回：消費税控除なし 

    今回：平成 13 年度～平成 25 年度 消費税率 5％ 

    平成 26 年度～令和元年度 消費税率 8％ 

       令和 2 年度～令和 10 年度 消費税率 10％ 

 

（２）重信川かわまちづくり 

①費用対効果分析 

当事業における費用対効果分析は今年度実施したアンケート調査結果による、CVM 法に基

づき算出する。 

表２．５ 事業の投資効率 

総便益 

（Ｂ） 

総費用【事業費・維持費】 

（Ｃ） 
Ｂ／Ｃ 

経済的内部収益率 

（ＥＩＲＲ） 

25,757 百万円 1,315 百万円 19.6 40.8% 

 

・費用は、総事業費（事業費＋維持管理費）から社会的割引率４％及びデフレータを用い現在価

値化を行い算定した。 

・便益は令和元年度に仮想的市場評価法（ＣＶＭ）により、支払意思額を把握し、算定した。 

・令和元年度を基準年とし、令和 2 年度から令和 7 年度までの整備期間（6 年間）と令和 8 年度

から令和 57 年度までの事業完成後 50 年間を評価対象期間とした。 

 

②総便益の算定（Ｂ） 

1）評価の考え方 

本事業は、地域住民を含む広範囲の河川利用者にもたらされている利用価値や自然環境の

改善等の非利用価値も含むことから、これらの価値を適切に定量化することができる、仮想

的市場評価法（ＣＶＭ）を適用した。ＣＶＭではアンケート調査により支払意思額を求め、

便益を算出した。 
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2）算出方法 

アンケート調査より得られた支払意思額（一世帯当たり月額）、対象地域の世帯数から年便

益を算定した。 

 

ⅰ）アンケート概要 

調査期間：令和元年 7 月 16 日～令和元年 8 月 19 日 

配 布 先：重信川（石手川を含む直轄区間）より 10km 圏内の 

松山市、伊予市、東温市、松前町、砥部町 

配 布 数：2,000 通（住民基本台帳より無作為抽出） 

質問方法：8 段階 2 項選択方式 

調査方法：郵送調査法 

 

ⅱ）アンケート配布範囲の選定理由 

自転車での利用を考慮（１時間圏内）して、重信川から 10km 圏内としている。 

アンケート配布範囲は、図２．４に示すとおりであり、松山市、東温市、伊予市、砥部

町、松前町の 10km 範囲にかかる地区のみを対象とした。 

 

 
図２．４ アンケート配布範囲（便益集計範囲） 

対象河川（重信川∔石手川） 



53 
 

表２．６ 配布回収状況 

調査方法 配布数 回収数 回収率 有効回答数 有効回答率 

郵送調査 2,000 660 33.0％ 484 73.3％ 

 

ⅱ）賛同率 

 

推定曲線＝1/（１＋ＥＸＰ（－9.87－1.84×ｌｎ（提示金額）） 

 

図２．５ 賛同率曲線 

 

ⅲ）支払意思額 

アンケートから、支払意思額（提示額）に対する賛同率を算定し、パラメトリック

法により賛同率の近似曲線を求めて算定した。 

この賛同率曲線から、支払意思額（ＷＴＰ）は、以下のように算定される。 

※ＷＴＰの平均値は、賛同率曲線とｘ軸、ｙ軸に囲まれた部分の面積 

 

支払意思額（ＷＴＰ）＝476 円／月・世帯 
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ⅳ）対象地域の世帯数 

便益算定対象地域は、重信川（石手川を含む直轄区間）より 10km 圏内を対象とし

た。 

 

表２．７ 対象地域の世帯数 

市 町 対象世帯数 

松山市 217,339 

伊予市 11,697 

東温市 14,021 

松前町 13,574 

砥部町 8,964 

合 計 265,595 

 

ⅴ）便益発生期間 

便益発生期間は、令和 7 年度の事業完成後 50 年間とした。 

 

ⅵ）年便益の算定 

年便益＝476（円／月・世帯）×12（ヶ月）×265,595（世帯）＝1,517 百万円／年 

 

ⅶ）総便益の算定 

便益発生期間に生じる便益について、社会的割引率（４％）を考慮し、現在価値化

し、総便益を算定した。 

総便益＝25,757 百万円（評価期間＝事業完成後 50 年） 

 

③総費用【建設費・維持管理費】の算定（Ｃ） 

1）事業費 

事業費は、地方公共団体と国土交通省がそれぞれ各年で想定している事業費を一律計

上した。 

事業費＝1,320 百万円（令和 2 年度～令和 7 年度） 

 

2）維持管理費 

整備期間の維持管理費は実績値を使用し、年間の維持管理費（事業評価期間 50 年間）

は実績値を積み立て計上した値を用いて算定した。 

R02 年度 0 円（事業開始年度のため維持管理費はかからない） 

R03 年度 2,425 千円 

R04 年度 3,256 千円 

R05 年度 4,056 千円 

R06 年度 5,369 千円 

R07 年度 6,051 千円 

R08 年度以降 8,256 千円／年 
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3）総費用 

総費用は、事業費と維持管理費を現在価値化した後の合計とした。 

総費用＝事業費（現在価値化）＋維持管理費（現在価値化） 

＝1,315 百万円 

 

④費用対効果 

1）Ｂ／Ｃ（費用便益比）＝当事業の総便益÷当事業の総費用 

＝25,757 百万円÷1,315 百万円 

＝19.6 

 

2）Ｂ－Ｃ（純現在価値）＝当事業の総便益－当事業の総費用 

＝25,757 百万円－1,315 百万円 

＝24,442 百万円 

 

3）ＥＩＲＲ（経済的内部収益率）：40.8％ 

 

⑤残事業の投資効率 

重信川かわまちづくりは令和 2 年度以降の事業のため、残事業の投資効率性は、全体事

業の投資効率性と一致する。 
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（３）重信川総合水系環境整備事業 

重信川総合水系環境整備事業のうち、自然再生として、重信川自然再生事業が行われ、

また、 

水辺整備として、重信川かわまちづくりがある。 

各事業のこれまでの事業評価の概要と今回の位置づけを整理したものを表２．８に示す。 

今回調査で算出した重信川かわまちづくりの総便益と総費用と、基準年を令和元年度に補

正した重信川自然再生事業の総便益と総費用から、重信川総合水系環境整備事業の投資効

果性を算定した。算定結果は表２．９に示すとおりである。重信川総合水系環境整備事業

は、以下に示す条件を満たしており、事業の投資効果は高いと評価された。 

 

表２．８ 重信川総合水系環境整備事業 事業評価の位置づけ 

 
重信川自然再生事業 重信川かわまちづくり 

重信川総合水系環境整備事

業 

事業種別 自然再生事業 水辺整備事業 水系全体 

整備期間 
平成 13 年度～令和 10 年度 

（28 年間） 

令和 2 年度～令和 7 年度 

（6 年間） 

平成 13 年度～令和 10 年度 

（28 年間） 

平成 23 年

度再評価 

使用 

データ 
平成 23 年度 ＣＶＭ調査 - - 

基準年 平成 23 年度 - - 

位 置 づ

け 
継続箇所 - - 

全体 B/C 2.3 - - 

平成 27 年

度再評価 

使用 

データ 
平成 27 年度ＣＶＭ調査 - - 

基準年 平成 27 年度 - - 

位 置 づ

け 
継続箇所 - - 

全体 B/C 2.0 - - 

平成 31 年

度再評価 

使用 

データ 
平成 27 年度ＣＶＭ調査 令和元年度ＣＶＭ調査 

平成 27 年度ＣＶＭ調査 

+令和元年度ＣＶＭ調査 

基準年 令和元年度に補正 令和元年度 令和元年度 

位 置 づ

け 
継続箇所 新規箇所 継続箇所+新規箇所 

全体 B/C 1.8 19.6 4.9 

今回の対応方針 平成 27 年度ＣＶＭ調査を

用い、基準年を令和元年度

に補正する。 

今回調査結果を用い、基準

年を令和元年度とする。 
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表２．９ 事業全体の投資効率性（重信川総合水系環境整備事業：事業全体） 

総便益 B（現在価値化） 36,733 百万円（=367 億円）  

総費用 C（現在価値化） 7,499 百万円（=75 億円）  

費用便益費 B/C 36,733 百万円／7,499 百万円＝4.9 ≧1.0 （OK） 

純現在価値 B-C 36,733 百万円－7,499 百万円 

＝29,234 百万円（＝292 億円） 

≧0 （OK） 

経済的内部収益率 EIRR 10.3％ ≧4.0％ （OK） 

 

 

【事業評価の条件】 

◆B/C ≧ 1.0 

◆B-C ≧ 0 

◆EIRR ≧ 社会的割引率 
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（４）感度分析  

①影響要因及び検討ケース 

重信川総合水系環境整備事業（重信川自然再生事業∔重信川かわまちづくり）の特性を考

慮し、本事業の評価結果に大きな影響を及ぼす要因としては、「残事業費」、「残工期」及び

「便益」を設定した。表２．１０に検討ケースを 14 通り記載している。 

 

表２．１０ 感度分析の検討ケース 

 基 本 
残事業費 

変動 
残工期変動 便益変動 ケース数 

事業全体 1 ケース 
±10％ 

2 ケース 

±10％ 

2 ケース 

±10％ 

2 ケース 
7 

残事業のみ 1 ケース 
±10％ 

２ケース 

±10％ 

2 ケース 

±10％ 

2 ケース 
7 

合 計 14 

 

②感度分析の結果 

前述の条件のもと、感度分析を行った結果は、表２．１１に示すとおりである。全ての

変動要因に対して B/C≧1.0 となり、事業継続の妥当性について確認することができた。 

 

表２．１１ 感度分析結果 

感度分析ケース ケース№ 
便益 B 

（億円） 

費用 C 

（億円） 
B/C 

B-C 

（億円） 

事業全体

の評価 

基 本  1 367.3 75.0 4.9 292.3 

残事業費 

変動 

+10% 2 367.3 77.2 4.8 290.2 

-10% 3 367.3 72.8 5.0 294.5 

残工期変動 
+10% 4 353.2 73.7 4.8 279.5 

-10% 5 382.0 76.3 5.0 305.7 

便益変動 
+10% 6 404.1 75.0 5.4 329.1 

-10% 7 330.6 75.0 4.4 255.6 

残事業 

の評価 

基 本  8 293.7 24.4 12.1 269.4 

残事業費 

変動 

+10% 9 293.7 26.5 11.1 267.2 

-10% 10 293.7 22.2 13.2 271.5 

残工期変動 
+10% 11 282.4 23.8 11.9 258.7 

-10% 12 305.5 25.0 12.2 280.5 

便益変動 
+10% 13 323.1 24.4 13.3 298.7 

-10% 14 264.4 24.4 10.8 240.0 

※端数処理により数値が異なる場合がある 
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２．３ 事業の進捗状況 

（１）重信川自然再生事業 

進捗率：約 61％（平成 30 年度末時点事業費ベース） 

①松原泉の再生      ：平成 13 年度着手、平成 20 年度完了 

②広瀬霞の再生      ：平成 16 年度着手、平成 22 年度完了 

③河口ヨシ原、河畔林の再生：平成 19 年度着手、平成 26 年度完了 

④開発霞の再生      ：平成 24 年度着手（現在、施工中） 

⑤南野田霞、二十日泉の再生：今後着手予定 

⑥古川霞の再生      ：今後着手予定 

⑦支川傍示川の水質改善  ：今後着手予定 

⑧砥部川下流の水面再生  ：今後着手予定 

 

（２）重信川かわまちづくり 

平成 31 年 3 月「かわまちづくり支援制度」への登録が完了したところ。令和 2 年度から

の着手に向けて、現在、設計中である。 

 

３．事業進捗の見込み 

 ３．１ 今後のスケジュール 

愛媛県の情勢等により、河川の利活用（特にサイクリング）に多大な関心が寄せられている

ことから、「かわまちづくり計画」を今後の環境整備事業として進めて行くこととし、自然再生

事業は、モニタリングを実施し、これまでの実施内容を踏まえ、今後の整備方針を検討してい

く。 

 

 

 
図３．１ 重信川総合水系環境整備事業の事業進捗 
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計 画 施 工 

維持管理 モニタリング（伊予農高生） 自然再計計画書 

４．コスト縮減や代替案立案等の可能性 

４．１ 代替案の可能性の検討 

（１）重信川自然再生事業 

平成 15 年 1 月に NPO 等団体、地域の大学、行政が連携して「重信川の自然をはぐくむ

会」を設立し、協働で平成 16 年 3 月「重信川いきいきネットワーク計画（自然再生計画）」

を策定している。その後、各箇所に地域の住民、学校、団体等の参画を得て、計画づくり、

工事、維持管理、モニタリング、環境学習など事業全体に渡り連携を図って推進している。

このように、産・学・官が連携し、計画・設計・工事・維持管理・モニタリング・利活用に

至る全体の流れを構築し、円滑に進めており、効果も発現している。本事業においては、現

在のところ他の代替案の可能性は考えられない。 

 

（２）重信川かわまちづくり 

重信川かわまちづくり計画の策定にあたっての意見交換等を行うために、学識者や NPO、

地元関係者等をメンバーとする「重信川かわまちづくり懇談会」を 3 回開催している。また、

その意見を基に重信川かわまちづくり計画を作成するために、流域市町関係課長、愛媛県の

総合政策課自転車新文化推進室の担当者をメンバーとする「重信川かわまちづくり協議会」

を 3 回実施している。このように、産・学・官が連携し、計画・設計・工事・維持管理・利

活用に至る全体の流れを構築し、重信川かわまちづくり計画が完成し、平成 31 年 3 月に「か

わまちづくり支援制度」への登録が完了している。そのため、現在のところ他の代替案の可

能性は考えられない。 

 

 

第 2 回 重信川かわまちづくり懇談会 

（平成 29 年 9 月） 

第 2 回 重信川かわまちづくり協議会 

（平成 29 年 11 月） 
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図４．１ 重信川かわまちづくり「かわまちづくり支援制度」登録までの流れ 
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４．２ コスト縮減の方策 

（１）重信川自然再生事業 

重信川の自然をはぐくむ会が中心となり、産・学・官が連携し、計画・設計・工事・維

持管理・モニタリング・利活用に至るまでを実施し、コスト縮減を図っている。今後の施

工箇所においても同様に地域住民の意見を取り入れて実施するとともに、使用材料等につ

いても再利用に努め、コスト比較を行い、コスト縮減を図っていく。また、施工箇所にお

けるモニタリングについて高校生・大学生・地域住民と連携して実施し、維持管理につい

ても地域住民と連携した除草や２回／年クリーン大作戦（河川一斉清掃）などを継続実施

してコスト縮減を図っていく。 

 

（２）重信川かわまちづくり 

当事業で実施する予定である高水敷の造成に使用する土を、別事業の発生土に代替する

ことで、コストの縮減を図る。 
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５．対応方針（原案） 

（１）再評価の視点 

①事業の必要性に関する視点 

 

事業を巡る社会情勢等の変化 

○「愛媛マルゴト自転車道」と連携した遊歩道、サイクリングロードの整備による、にぎ

わいのある水辺空間の確保が期待されている。 

○近接する松山中央公園、松山自動車道などにより、重信川周辺に多くの人が訪れている

ため、重信川の自然環境保全・再生及び遊歩道・サイクリングロードの整備が求められて

いる。 

○サイクリングパラダイス愛媛の実現に向け、重点的・広域的に整備するモデル的エリア

（重点戦略エリア）として、平成３０年９月重信川サイクリングロード周辺地域が指定。 

○各自治体が実施する活動等と連携し、地域の活性化、自然環境の保全が期待されている。 

○「重信川クリーン大作戦」 、「We Love 石手川」など地域が連携し、維持管理する活動

が行われている。 

 

事業の投資効果 

   ■重信川自然再生事業 

○費用便益比（Ｂ／Ｃ） 事業全体：1.8  残事業：3.2 

○事業実施に伴う社会的効果 

・泉が避難場所や再生産の場として機能（松原泉の再生） 

・霞堤が持つネットワーク機能の再生（広瀬霞の再生） 

・ヨシ原が生育し野鳥の休息場等として機能（河口域のヨシ原、河畔林の再生） 

・環境学習の場の提供（共通） 

   ■重信川かわまちづくり 

   ○費用便益比（Ｂ／Ｃ） 事業全体：19.6  残事業：19.6 

   ○事業実施に伴う社会的効果 

    ・飲食をしながら水辺の景色を楽しめる整備（出合、中央公園） 

    ・親水空間の確保（重信工業団地前） 

    ・イベント開催場所の確保（出合、中央公園、松原泉、重信工業団地前、開発霞） 

    ・休憩所及び遊歩道・サイクリングロードの整備による利便性の向上（共通） 

   ■重信川総合水系環境整備事業 

   ○費用便益比（Ｂ／Ｃ） 事業全体：4.9   残事業：12.1 
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事業の進捗状況 

■重信川自然再生事業 

○松原泉の再生：平成 16 年度に着手し、平成 18 年度完成 

○広瀬霞の再生：平成 18 年度に着手し、平成 19 年度完成 

○河口域のヨシ原、河畔林の再生：平成 20 年度に着手し、平成 23 年度一期工事完成 

○開発霞の再生：現在実施中 

■重信川かわまちづくり 

○令和 2 年度からの着手予定 

 

②事業進捗の見込みの視点 

 

今後のスケジュール 

■愛媛県の情勢等により、河川の利活用（特にサイクリング）に多大な関心が寄せら

れていることから、「かわまちづくり計画」を今後の環境整備事業として進めて行く

こととし、自然再生事業は、モニタリングを実施し、これまでの実施内容を踏まえ、

今後の整備方針を検討していく。 

 

 

③コスト縮減や代替案等の可能性の視点 

 

コスト縮減や代替案等の可能性 

■重信川自然再生事業 

○現在の計画は地域の意見を反映したものであり、他の代替案の可能性は考えられない。 

○地域住民等による河川清掃や地域の意見を取り入れて、地域住民、NPO 等団体、

大学、行政が連携して、事業を進め、地域が一体となって維持管理を進めること

により、更なるコスト縮減を図る。 

■重信川かわまちづくり 

○現在の計画は、懇談会、協議会を経て立案されたものであり、他の代替案の可能

性は考えられない。 

○高水敷の造設に使用する土を、別事業の発生土に代替することで、コスト縮減を図る。 

 

 

 

 

【今後の対応方針（原案）】 

以上のことから、重信川総合水系環境整備事業を継続する。 
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アンケート調査票 

 

＜挨拶文＞ 
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＜調査票＞ 
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費用便益分析チェックシート 

事業名：重信川かわまちづくり                   記入日；令和元年□月

□日 
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参考資料１ 

 

重信川総合水系環境整備事業 

 

[費用便益比（Ｂ／Ｃ）算定資料] 
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重信川総合水系環境整備事業 費用便益分析（全体事業） 
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重信川総合水系環境整備事業 費用便益分析（残事業） 
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重信川総合水系環境整備事業（全体事業の感度分析：残事業費+10%） 
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重信川総合水系環境整備事業（全体事業の感度分析：残事業費-10%） 
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重信川総合水系環境整備事業（全体事業の感度分析：残工期+1 年） 
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重信川総合水系環境整備事業（全体事業の感度分析：残工期-1 年） 
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重信川総合水系環境整備事業（全体事業の感度分析：便益+10%） 
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重 信 川 総 合 水 系 環 境 整 備 事 業 （ 全 体 事 業 の 感 度 分 析 ： 便 益 -10% ）
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重信川総合水系環境整備事業（残事業の感度分析：残事業費+10%） 
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重信川総合水系環境整備事業（残事業の感度分析：残事業費-10%） 
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重信川総合水系環境整備事業（残事業の感度分析：残工期+1 年） 
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重信川総合水系環境整備事業（残事業の感度分析：残工期-1 年） 



 

88 
 

重信川総合水系環境整備事業（残事業の感度分析：便益+10%） 
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重信川総合水系環境整備事業（残事業の感度分析：便益-10%） 
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重信川自然再生事業 費用便益分析（全体事業） 
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重信川自然再生事業 費用便益分析（残事業） 
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重信川かわまちづくり 費用便益分析（全体事業） 
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重信川かわまちづくり 費用便益分析（残事業） 

 

重信川かわまちづくりは令和 2 年度以降実施のため、 

全体事業と残事業の費用便益分析シートは同一のものである。 

 




